
第
十
一
代
・
彜
蔵
か
ら
第
十
四
代
・
知
己
と
長
女
・
信
子
ま
で
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明
治
三
年
︵
⼀
⼋
七
〇
︶

熊
本
藩
⼩
銃
隊
指
揮
⼠

重
⼠
隊
、
予
備
兵

同

四
年
︵
⼀
⼋
七
⼀
︶

藩
兵
解
体
に
よ
り
免
職

同

⼗
年
︵
⼀
⼋
七
七
︶

⻄
南
戦
争

熊
本
隊
第
九
番
隊
分
隊
⻑

略
歴

彜
蔵

つ
ね
ぞ
う

は
、
幕
末
の
嘉
永
⼆
年
︵
⼀
⼋
四
九
︶
四
⽉
⼆
⼗
七
⽇
、
第
⼗
代
・
多

喜
次
の
⻑
男
と
し
て
⽣
ま
れ
ま
し
た
。
時
習
館
居
寮
⽣
と
な
り
、
⽂
武
と
も
に

励
み
ま
す
。

そ
の
後
、
熊
本
藩
の
⼩
銃
隊
指
揮
⼠
や
予
備
兵
に
な
り
ま
し
た
が
、
明
治
四

年
︵
⼀
⼋
七
⼀
︶
の
明
治
政
府
に
よ
る
廃
藩
置
県
に
伴
い
、
同
年
九
⽉
、
藩
兵

解
体
の
た
め
免
職
と
な
り
ま
し
た
。

明
治
⼗
年
︵
⼀
⼋
七
七
︶
の
⻄
南
戦
争
で
は
熊
本
隊
に
参
加
、
第
九
番
⼩
隊

の
分
隊
⻑
と
な
り
ま
す
。

戦
争
終
結
後
、
隊
を
指
揮
し
政
府
軍
に
抵
抗
し
た
こ
と
か
ら
裁
判
で
懲
役
⼀

年
と
な
っ
た
た
め
、
⾟
島
家
の
家
督
は
弟
の
格い

た
る

が
相
続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
は
上
益
城
郡
書
記
や
熊
本
県
属
な
ど
を
務
め
ま
し
た
。

江
戸
か
ら
明
治
へ

地
券

ち

け

ん

塩
屋
町
裏
三
番
丁
拾
三
番

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
四
月
一
日

27

地
租
改
正
で
交
付
さ
れ
た
証
券

辛
島
家
は
江
戸
時
代
か
ら
塩
屋
町

し

お

や

ま

ち

（
現
在
の
熊
本
市
中
央
区
新
町
）
に

居
を
構
え
て
い
た
。
本
資
料
は
塩
屋
町
裏
三
番
丁
十
三
番
地
の
地
券
で
、

持
主
は
彜
蔵

つ
ね
ぞ
う

と
な
っ
て
い
る
。

30



地
所

じ

し

ょ

建
物

た

て

も

の

売
買

ば

い

ば

い

証
し
ょ
う

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
一
月
二
十
九
日

塩
屋
町
辛
島
家
の
土
地
と
家
屋

28

塩
屋
町
裏
三
番
丁
十
三
番
地
と
、
塩
屋
町
二
十
番
地
・
二
十
一
番
地
の

宅
地
と
家
屋
に
つ
い
て
、
彜
蔵

つ
ね
ぞ
う

か
ら
弟
の
格

い
た
る

に
所
有
権
が
移
転
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
証
書
で
、
家
屋
ご
と
の
坪
数
を
示
す
図
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

（付図）
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格い
た
る

は
嘉
永
七
年
︵
⼀
⼋
五
四
︶
五
⽉
⼗
⽇

に
⽣
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
よ
り
⽂
武
に
優

れ
、
明
治
⼗
年
︵
⼀
⼋
七
七
︶
の
⻄
南
戦
争

で
は
、
兄
・
彜
蔵

つ
ね
ぞ
う

と
と
も
に
熊
本
隊
に
参

加
、
そ
の
後
家
督
を
相
続
し
ま
し
た
。
郡
⻑

な
ど
を
経
て
熊
本
市
⻑
と
な
り
三
期
に
わ
た

り
約
⼗
六
年
務
め
ま
し
た
。

略
歴

明
治

⼗
⼆
年
︵
⼀
⼋
七
九
︶

熊
本
県
師
範
学
校
副
監
事

同

⼗
三
年
︵
⼀
⼋
⼋
〇
︶

熊
本
県
師
範
学
校
教
授
⽅
兼
務

同

⼗
四
年
︵
⼀
⼋
⼋
⼀
︶

上
益
城
郡
書
記
、
上
益
城
郡
下
益
城
郡
書
記

同

⼗
⼋
年
︵
⼀
⼋
⼋
五
︶

熊
本
県
御
⽤
係
、
熊
本
県
警
部

同
⼆
⼗
⼀
年
︵
⼀
⼋
⼋
⼋
︶

熊
本
県
属

同
⼆
⼗
六
年
︵
⼀
⼋
九
三
︶

⼋
代
葦
北
郡
⻑

同
⼆
⼗
⼋
年
︵
⼀
⼋
九
五
︶

⼋
代
郡
⻑

同

三
⼗
年
︵
⼀
⼋
九
七
︶

熊
本
市
⻑
︵
第
⼀
期
︶

同
三
⼗
六
年
︵
⼀
九
〇
三
︶

熊
本
市
⻑
︵
第
⼆
期
︶

同
四
⼗
⼆
年
︵
⼀
九
〇
九
︶

熊
本
市
⻑
︵
第
三
期
︶

⼤
正

⼆
年
︵
⼀
九
⼀
三
︶

熊
本
市
⻑
病
気
退
職

︵
五
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇
死
去

享
年
六
⼗
歳
︶

格
は
熊
本
市
⻑
と
し
て
、
陸
軍
⼭
崎
練
兵
場
の
移
転
、
市
役
所
の
庶
務
整

理
、
市
有
基
本
財
産
の
造
成
な
ど
、
市
政
の
確
⽴
に
努
め
ま
し
た
。

市
⻑
三
期
⽬
の
明
治
四
⼗
三
年
︵
⼀
九
⼀
〇
︶
に
著
し
た
﹃
熊
本
第
⼀
期
改

善
私
議
﹄
で
は
、
﹁
上
下
⽔
道
及
び
公
園
等
の
如
き
は
都
市
の
必
要
条
件
と
し

て
此
等
整
備
す
る
な
く
ん
ば
都
市
の
名
称
あ
る
も
其
実
質
な
き
﹂
と
、
熊
本
市

が
近
代
都
市
で
あ
る
た
め
に
相
応

ふ
さ
わ

し
い
設
備
を
早
急
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
、
そ
の
必
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。
こ
の
都
市
設
備
の
改
善
は
、
後
の

市
政
ま
で
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

格
の
市
政

格
に
つ
い
て
、
﹁
職
ニ
当
テ
清
廉
事
ニ
処
シ
テ
公
平
、
思
慮
周
匝
ニ
シ
テ
運め

ぐ

ラ
ス
ニ
練
達
ノ
才
ヲ
以
テ
シ
為
サ
ザ
ル
ア
リ
為
セ
バ
必
ズ
其
成
ヲ
⾒
ザ
ル
ナ

シ
﹂
︵
﹃
⾟
島
熊
本
市
⻑
の
功
績
﹄
⼭
⽥
珠
⼀
序
⽂

⼤
正
⼆
年
︶
と
物
事
を

隅
々
ま
で
考
慮
し
、
⾏
う
べ
き
事
を
⾒
極
め
て
職
務
に
あ
た
る
⼿
腕
が
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
﹁
⼈
に
接
す
る
温
和
、
事
を
視
る
明
敏
、
そ
の
施
設
す
る
所
、
遠
⼤

に
従
い
速
攻
を
求
め
ず
﹂
と
⻑
い
⽬
で
⾒
て
物
事
を
進
め
る
姿
勢
が
評
価
さ

れ
、
﹁
熊
本
市
に
於
け
る
当
時
未
成
の
⼤
事
業
数
件
も
、
考
慮
已
に
熟
し
、
設

計
已
に
成
り
た
り
し
に
、
不
幸
病
を
獲
て
後
任
に
譲
り
他
⽇
の
完
成
を
期
し
た

り
﹂
︵
宇
野
東
⾵
編
﹃
丁
丑

て
い
ち
ゆ
う

感か
ん

旧き
ゆ
う

録ろ
く

﹄
昭
和
⼆
年
︶
と
、
任
期
半
ば
で
の
退
職

は
惜
し
ま
れ
る
も
の
で
し
た
。

思
慮
周
匝

し
ゅ
う
そ
う

、
練
達
の
才
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第
十
二
代
・
格

い
た
る

の
八
代
葦
北
郡
長
就
任
の
辞
令
。
明
治
二
十
六
年
四
月

二
十
二
日
付
で
内
閣
総
理
大
臣
・
伊
藤
博
文
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
か
ら
は
八
代
郡
長
と
な
っ
た
。

格
は
郡
長
と
し
て
、
役
所
の
事
務
整
理
や
、
郡
有
の
基
本
財
産
と
な
る

干
拓
地
造
成
を
計
画
す
る
な
ど
、
地
方
自
治
基
盤
の
形
成
を
図
っ
た
。

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
四
月
二
十
二
日

29

辛
島

か

ら

し

ま

格
い
た
る

八や

つ

代し

ろ

葦
北
郡

あ

し

き

た

ぐ

ん

長
ち
ょ
う

辞
令

じ

れ

い

地
方
自
治
の
基
盤
づ
く
り

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
熊
本
師
範
学
校
副
監
事
と
な
っ
て
か
ら

八
代
葦
北
郡
長
在
任
時
の
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
ま
で
の
履
歴
が

記
さ
れ
る
。

熊
本
県
警
部
（
明
治
十
八
年
）
時
に
作
成
さ
れ
た
履
歴
書
に
八
代
葦
北

郡
長
ま
で
の
履
歴
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
～
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）

30

辛か

ら

島し

ま

格
い
た
る

履り

歴れ

き

書し

ょ

八
代
葦
北
郡
長
在
任
時
ま
で
の
履
歴
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熊く

ま

本も

と

第だ

い

一い

つ

期き

改か

い

善ぜ

ん

私し

議ぎ

格
い
た
る

が
市
長
三
期
目
の
明
治
四
十
三
年
に
、
熊
本
市
の
都
市
設
備
の
改
善

の
必
要
を
訴
え
る
た
め
著
し
た
も
の
で
、
九
州
の
首
府
を
担
う
た
め
に
は

近
代
都
市
と
し
て
の
設
備
が
早
急
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

明
治
天
皇
即
位
五
十
年
に
合
わ
せ
て
、
上
水
道
・
下
水
道
・
公
会
堂
・

公
園
・
市
庁
舎
及
び
市
会
議
事
堂
設
置
の
五
事
業
を
、
明
治
四
十
五
年
か

ら
四
十
九
年
の
五
カ
年
の
間
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
事
業
費

概
算
や
捻
出
方
法
を
出
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
う
ち
上
下
水
道
の
設
置
な
ど
は
、

大
正
・
昭
和
の
市
政
へ
と
引
き
継
が
れ
て
完
成
に
至
っ
た
。

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）

「
九
州
首
府
」
熊
本
の
近
代
都
市
計
画

32

辛
島

か

ら

し

ま

格
い
た
る

熊く

ま

本も

と

市し

長
ち
ょ
う

就
任

し
ゅ
う
に
ん

裁
可

さ

い

か

通
知
書

つ

う

ち

し

ょ

（
第
一
期
）

格
い
た
る

の
熊
本
市
長
就
任
を
許
可
す
る
通
知
書
。
明
治
三
十
年
九
月
十
三
日

付
で
内
務
大
臣
・
樺
山

か
ば
や
ま

資す
け

紀の
り

か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
市
長
は
、
市
会
が
推
薦
し
た
候
補
者
か
ら
天
皇
の
裁
可
を
経
て

内
務
大
臣
が
選
任
し
て
決
定
し
た
。

格
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
ま
で
三
期
に
わ
た
っ
て
約
十
六
年
市
長

を
務
め
た
。

明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
九
月
十
三
日

第
三
代
熊
本
市
長
に
就
任

31
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明
治
時
代
の
熊
本
市
は
陸
軍
第
六
師
団
が
置
か
れ
、
「
軍
都
」
と
し
て

発
展
し
て
い
た
。
し
か
し
、
山
崎
町

や
ま
さ
き
ま
ち

の
陸
軍
練
兵
場
が
、
熊
本
市
の
商
業

の
中
心
地
で
あ
っ
た
古
町

ふ
る
ま
ち

と
坪
井
町

つ

ぼ

い

ま

ち

を
分
断
し
商
業
経
済
の
発
展
を
妨
げ

て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
大
江
村
の
渡
鹿

と

ろ

く

練
兵
場

れ
ん
ぺ
い
じ
よ
う

隣
接
地
へ
の
移
転

が
検
討
さ
れ
た
。

本
資
料
は
、
熊
本
市
長
・
辛
島

か
ら
し
ま

格
い
た
る

か
ら
熊
本
県
知
事
・
大
浦

お
お
う
ら

兼か
ね

武た
け

に
出

さ
れ
た
も
の
で
、
山
崎
練
兵
場
敷
地
の
内
、
第
二
十
三
聯
隊

れ
ん
た
い

の
敷
地
を
除

い
た
五
万
七
千
七
百
八
十
一
坪
五
合
五
勺
（
野
球
場
約
十
四
面
分
）
の
交

換
を
願
い
出
て
い
る
。

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
一
月
六
日

33

山
崎

や

ま

さ

き

練
兵
場

れ
ん
ぺ
い
じ
よ
う

敷
地

し

き

ち

交
換

こ

う

か

ん

内う

ち

許
可

き

よ

か

願
ね
が
い

山
崎
練
兵
場
の
移
転

（付図：大江村地内交換地略図）
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山
崎

や

ま

さ

き

練
兵
場

れ
ん
ぺ
い
じ
よ
う

敷
地

し

き

ち

交
換

こ

う

か

ん

出
願

し
ゆ
つ
が
ん

ニ
対た

い

ス
ル
御
示
達

ご

じ

た

つ

ノ
件け

ん

ニ
付つ

き

答
申

と

う

し

ん

山
崎
練
兵
場
の
移
転
案
は
、
熊
本
県
か
ら
陸
軍
省
に
上
申
さ
れ
た
。
陸

軍
省
側
も
軍
備
拡
張
の
た
め
渡
鹿

と

ろ

く

練
兵
場
が
あ
る
大
江
村
へ
の
移
転
に
合

意
し
、
そ
の
際
、
移
転
工
事
の
期
間
や
費
用
に
つ
い
て
十
八
条
の
条
件
が

出
さ
れ
た
。

本
資
料
は
、
陸
軍
省
か
ら
出
さ
れ
た
移
転
条
件
に
対
す
る
、
熊
本
市
か

ら
県
に
出
さ
れ
た
答
申
で
、
市
会
で
異
議
の
あ
っ
た
項
目
に
つ
い
て
の
意

見
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
第
六
師
団
と
交
渉
が
行
わ
れ
、
移
転
条

件
の
修
正
等
が
行
わ
れ
た
後
、
明
治
三
十
一
年
十
二
月
に
正
式
に
移
転
認

可
が
下
り
た
。

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
四
月
二
十
八
日

34

陸
軍
省
と
の
交
渉

（付図：山崎練兵場交換敷地見取図）
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熊
本
市

く

ま

も

と

し

山
崎

や

ま

さ

き

新
市
街

し

ん

し

が

い

町
名

ち

よ

う

め

い

地
番

ち

ば

ん

設
定

せ

つ

て

い

図ず

山
崎
練
兵
場
の
移
転
後
、
跡
地
に
は

新
市
街
が
造
成
さ
れ
、
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
か
ら
土
地
が
一
般
に
払

い
下
げ
ら
れ
た
。

明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
大

蔵
省
へ
煙
草
専
売
局
用
地
と
し
て
売
却

後
、
土
地
購
入
希
望
者
が
増
加
し
、
日

清
戦
争
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
征
清
記

念
碑
（
現
在
の
辛
島
公
園
、
本
図
中
に

は
「
紀
念
牌
」
と
あ
る
）
附
近
に
、
映

画
館
を
中
心
と
し
た
繁
華
街
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
。

明
治
四
十
一
年
に
新
た
な
町
名
地
番

が
設
定
さ
れ
、
行
幸
町

み

ゆ

き

ま

ち

・
天
神
町

て
ん
じ
ん
ち
よ
う

・

桜
町

さ
く
ら
ま
ち

・
花
畑
町

は
な
ば
た
ち
よ
う

・
練
兵
町

れ
ん
ぺ
い
ち
よ
う

、
移
転
時
の

格
い
た
る

の
功
績
を
称
え
て
辛
島
町

か
ら
し
ま
ち
よ
う

の
町
名
が

付
け
ら
れ
た
。

本
図
は
新
し
い
町
名
地
番
と
地
価
を

示
す
も
の
で
、
図
中
に
は
「
売
却
未
済

ノ
地
」
が
赤
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）

35

山
崎
練
兵
場
跡
地
に
つ
く
ら
れ
た
新
市
街

37



熊く

ま

本も

と

市し

水す

い

道ど

う

設せ

つ

計け

い

書し

よ

本
資
料
は
、
清
水

し

み

ず

村む
ら

八
景
水
谷

は

け

の

み

や

を
水
源
地
と
す
る
水
道
敷
設
計
画
に
基

づ
き
、
計
画
概
要
や
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
同
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）
ま
で
二
十
年
間
の
給
水
域
の
人
口
と
増
減
、
使
用
水
量
、

水
源
の
水
質
・
水
量
な
ど
が
記
さ
れ
、
工
事
費
用
が
出
さ
れ
て
い
る
。

格
い
た
る

は
『
熊
本
第
一
期
改
善
私
議
』
に
お
い
て
、
「
上
水
道
は
衛
生
上
防

火
上
都
市
と
し
て
其
設
備
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
上
水
道
の

必
要
を
説
い
た
。

そ
の
後
、
水
道
設
置
に
向
け
た
調
査
が
行
わ
れ
、
大
正
二
年
（
一
九
一

三
）
に
水
源
地
を
飽
託
郡

ほ
う
た
く
ぐ
ん

清
水
村
八
景
水
谷
と
し
、
配
水
地
を
立
田
山
に

設
置
す
る
計
画
が
出
さ
れ
た
。

し
か
し
坪
井
川
下
流
域
の
灌
漑
用
水
へ
の
影
響
の
心
配
な
ど
か
ら
反
対

運
動
が
起
き
た
た
め
計
画
は
難
航
し
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の

格
の
上
水
道
敷
設
計
画
案
か
ら
十
四
年
か
け
て
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二

四
）
に
よ
う
や
く
完
成
に
至
っ
た
。

大
正
時
代

熊
本
市
の
水
道
敷
設
計
画

36
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本
図
で
は
、
八
景
水
谷

は

け

の

み

や

を
水
源
地
と

し
、
送
水
ポ
ン
プ
で
配
水
地
の
立
田

た

つ

だ

山や
ま

に
送
水
し
て
自
然
流
下
（
高
台
か
ら
の

高
低
差
を
利
用
し
た
配
水
方
法
）
で
市

内
に
配
水
さ
れ
る
上
水
道
の
送
水
経
路

が
示
さ
れ
る
。

格
い
た
る

の
市
政
に
お
い
て
計
画
さ
れ
、
そ

の
後
の
市
政
に
も
引
き
継
が
れ
て
完
成

に
至
っ
た
こ
の
上
水
道
は
、
現
在
も
熊

本
市
民
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。

明
治
時
代
末
～
大
正
時
代

37

熊く

ま

本も

と

市し

上
じ
よ
う

水す

い

道ど

う

送そ

う

水す

い

順
じ
ゆ
ん

序じ

よ

熊
本
市
上
水
道
の
送
水
経
路
図

39



シ
ル
ク
ハ
ッ
ト

シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
は
、
明
治
時
代
に
日
本
に
広
が
っ
た
洋
装
の
正
式
礼
装

用
帽
子
。

本
資
料
は
、
市
区
改
正
事
務
所
会
計
係
長
や
市
収
入
役
と
し
て
、
格

い
た
る

の

も
と
で
山
崎
練
兵
場
移
転
の
市
区
改
正
事
業
の
職
務
を
担
っ
た
岩
成

い
わ
な
り

武
範

た
け
の
り

へ
、
格
の
死
去
後
に
形
見
分
け
と
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

帽
子
内
側
に
は
「
辛
島
格
」
の
押
印
が
あ
る
。
ま
た
、
収
納
さ
れ
て
い

た
箱
に
は
、
「
前
熊
本
市
長
辛
島
格
氏
依
り
片
身
ト
シ
テ
贈
与
セ
ラ
レ
シ

分
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

明
治
時
代

38

格
が
所
有
し
て
い
た
帽
子

（箱上蓋）
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昌
雄
は
海
軍
⼠
官
と
し
て
軍
艦
常
磐

と
き
わ

や
明
⽯

あ
か
し

、
浪
速

な
に
わ

に
乗
艦
、
寄
港
し
た
横

浜
港
・
神
⼾
港
・
⼤
連
・
韓
国
仁
川
な
ど
各
地
か
ら
、
従
兄
弟
の
知
⼰

と
も
き

へ
し
ば

し
ば
便
り
を
送
っ
て
い
ま
す
。
明
治
四
⼗
⼀
年
︵
⼀
九
〇
⼋
︶
の
葉
書
で
は
、

佐
世
保
に
⼊
港
の
際
に
帰
熊
し
﹁
熊
本
も
別
に
変
わ
り
た
る
事
も
な
く
﹂
﹁
久

振
に
故
郷
の
桜
花
を
眺
め
候
﹂
と
、
そ
の
こ
ろ
東
京
に
い
た
知
⼰
に
故
郷
熊
本

の
様
⼦
を
伝
え
て
い
ま
す
。

昌
雄
は
明
治
⼗
年
︵
⼀
⼋
七
七
︶
⼗
⽉
⼗

⼆
⽇
、
第
⼗
⼀
代
・
彜
蔵

つ
ね
ぞ
う

の
⻑
男
と
し
て
⽣

ま
れ
ま
し
た
。
第
⼗
⼆
代
・
格い

た
る

か
ら
家
を
相

続
し
ま
す
。
海
軍
⼠
官
と
な
り
、
明
治
三
⼗

七
年
︵
⼀
九
〇
四
︶
の
⽇
露
戦
争
に
参
加
し

ま
し
た
。
後
に
は
⻑
崎
市
助
役
を
務
め
ま
し

た
。

軍
艦
か
ら
の
便
り

こぼれ話② 〜知⼰命名の庭園〜
熊本城の新⼀丁⽬御⾨前には、熊本藩の政令を掲⽰する「札

ふ だ

の辻
つ じ

」が
あり、街道の起点になっていました。
⻄南戦争後、この地には「四役戦死者弔魂之碑」などが建⽴され、

乃
の

⽊
ぎ

希
ま れ

典
す け

らによって周辺に庭園も整備されました。
この庭園は、⼀時荒廃しますが、新町の⻘壮年団により再整備され、

第１４代・知⼰
と も き

が新たに「清
せ い

爽
そ う

園
え ん

」と命名しています。
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明
治
三
⼗
七
年
︵
⼀
九
〇
四
︶

旧
制
第
五
⾼
等
学
校
卒
業

同
四
⼗
⼆
年
︵
⼀
九
〇
九
︶

東
京
帝
国
⼤
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

⽂
官
⾼
等
試
験
合
格

同
四
⼗
三
年
︵
⼀
九
⼀
〇
︶

衆
議
院
試
補

⼤
正

⼆
年
︵
⼀
九
⼀
三
︶

衆
議
院
書
記
官

同

四
年
︵
⼀
九
⼀
五
︶

岩
⼿
県
理
事
官

同

七
年
︵
⼀
九
⼀
⼋
︶

⼭
梨
県
警
察
部
⻑

同

⼗
年
︵
⼀
九
⼆
⼀
︶

静
岡
県
警
察
部
⻑

同

⼗
⼀
年
︵
⼀
九
⼆
⼆
︶

静
岡
県
内
務
部
⻑

同

⼗
四
年
︵
⼀
九
⼆
五
︶

熊
本
市
⻑

昭
和

四
年
︵
⼀
九
⼆
九
︶

熊
本
市
⻑
辞
任

同

五
年
︵
⼀
九
三
〇
︶

関
東
庁
事
務
官

略
歴

知
⼰
は
市
⻑
と
し
て
、
市
電
第
⼆
期
線
の
開
通
、
市
営
バ
ス
の
設
置
、
熊
本

動
物
園
の
開
園
な
ど
を
⾏
い
、
都
市
機
能
を
充
実
さ
せ
ま
し
た
。

⽗
格
が
⼒
を
尽
く
し
た
⼭
崎
練
兵
場
移
転
後
、
そ
の
跡
地
は
新
市
街
と
な
り

繁
華
街
と
し
て
発
展
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
⼭
崎
練
兵
場
移
転
後
も
、
隣

接
す
る
花
畑

は
な
ば
た

藩
邸
跡
に
は
歩
兵
第
⼆
⼗
三
聯
隊

れ
ん
た
い

が
駐
屯
し
て
い
ま
し
た
。
新
市

街
の
発
展
に
伴
い
、
そ
の
移
転
が
問
題
と
な
り
、
⼤
正
⼗
三
年
︵
⼀
九
⼆
四
︶

に
渡
⿅

と
ろ
く

練
兵
場
へ
の
移
転
が
⾏
わ
れ
ま
し
た
。

翌
年
に
市
⻑
に
就
任
し
た
知
⼰
は
跡
地
の
整
備
を
引
継
ぎ
、
そ
れ
ま
で
⾏
幸

み
ゆ
き

町ま
ち

を
通
っ
て
い
た
市
役
所
ー
⾟
島
町
間
の
、
市
電
路
線
の
歩
兵
第
⼆
⼗
三
聯
隊

跡
地
に
敷
か
れ
た
新
道
へ
の
変
更
や
、
花
畑
公
園
設
置
な
ど
を
⾏
い
ま
し
た
。

格
と
知
⼰
は
、
親
⼦
⼆
代
で
新
市
街
⼀
帯
の
整
備
を
⾏
い
、
熊
本
市
中
⼼
街

の
発
展
に
貢
献
し
た
と
い
え
ま
す
。

親
子
で
熊
本
市
長
に

知
⼰

と

も
き

は
明
治
⼗
三
年
︵
⼀
⼋
⼋
〇
︶
⼗
⼆

⽉
⼗
⼆
⽇
、
格い

た
る

の
⻑
男
と
し
て
⽣
ま
れ
ま
し

た
。
⽂
官
⾼
等
試
験
に
合
格
し
、
⾏
政
官
と

し
て
衆
議
院
・
⼭
梨
県
・
静
岡
県
な
ど
に
勤

め
、
第
⼋
代
熊
本
市
⻑
に
就
任
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
関
東
庁
事
務
官
と
な
り
、
⼤
連
⺠

政
署
⻑
を
務
め
ま
し
た
。

昭
和

五
年
︵
⼀
九
三
〇
︶

⼤
連
⺠
政
署
⻑
に
就
任

同

七
年
︵
⼀
九
三
⼆
︶

関
東
庁
事
務
官
を
依
願
免
官

同

九
年
︵
⼀
九
三
四
︶

社
団
法
⼈
帝
国
発
明
協
会
主
事

同
⼗
⼀
年
︵
⼀
九
三
六
︶

社
団
法
⼈
帝
国
発
明
協
会
専
務
理
事

同
会
研
究
所
総
務
部
⻑
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清
水
港

し

み

ず

こ

う

修
築

し
ゅ
う
ち
く

工
事

こ

う

じ

計
画
書

け

い

か

く

し

ょ

静
岡
県
清
水
港
の
修
築
費
予
算
や
、
過
去
の
費
用
、
利
用
状
況
な
ど
を

記
し
た
行
政
資
料
。
表
紙
に
朱
書
で
「
内
務
部
長
」
と
あ
る
。

知
己

と

も

き

は
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
か
ら
十
四
年
（
一
九
二
五
）
ま
で

静
岡
県
内
務
部
長
を
務
め
た
。

清
水
港
は
茶
の
輸
出
が
盛
ん
で
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
関
東

大
震
災
後
は
復
興
用
木
材
輸
入
の
拠
点
と
な
っ
た
。

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
頃

静
岡
県
内
務
部
長
を
務
め
る

40

文
官

ぶ

ん

か

ん

高
等

こ

う

と

う

試
験

し

け

ん

合
格

ご

う

か

く

証
書

し
ょ
う
し
ょ

第
十
四
代
・
知
己

と

も

き

は
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
文
官
高
等
試

験
に
合
格
し
て
行
政
官
と
な
っ
た
。

文
官
高
等
試
験
は
現
在
の
国
家
公
務
員
試
験
の
前
身
で
、
行
政
官
・
外

交
官
・
司
法
官
の
試
験
が
行
わ
れ
た
。
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
の

文
官
任
用
令
で
確
立
し
た
こ
の
試
験
任
用
制
度
に
よ
り
、
出
自
に
関
係
な

く
官
僚
に
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

文
官
高
等
試
験
に
合
格

39

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
十
一
月
二
日
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日
記

に

っ

き

知
己

と

も

き

の
熊
本
市
長
五
年
目

の
昭
和
四
年
の
手
帳
。

日
々
の
記
録
や
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
な
ど
を
記
す
。
こ
の
年

の
七
月
四
日
に
市
長
を
辞
任

し
た
。

知
己
の
在
任
中
、
水
前
寺

に
熊
本
動
物
園
の
設
置
が
進

め
ら
れ
、
昭
和
四
年
七
月
二

十
六
日
に
開
園
し
た
。

手
帳
の
当
日
欄
に
は
「
午

前
十
時
、
動
物
園
開
園
式
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）

熊
本
市
長
時
代
の
記
録

42

辛
島

か

ら

し

ま

知と

も

己き

熊
本
市

く

ま

も

と

し

長
ち
ょ
う

任
命

に

ん

め

い

通
知
書

つ

う

ち

し

ょ

大
正
十
四
年
九
月
二
十

一
日
付
で
知
己

と

も

き

の
熊
本
市

長
就
任
に
つ
い
て
裁
可
が

下
り
た
こ
と
を
市
か
ら
通

知
し
た
も
の
。

別
紙
と
し
て
、
九
月
十

四
日
付
で
内
務
大
臣
・

若
槻

わ
か
つ
き

禮
次
郎

れ

い

じ

ろ

う

か
ら
出
さ
れ

た
裁
可
通
知
書
の
写
を
添

付
し
て
い
る
。

知
己
は
昭
和
四
年
（
一

九
二
九
）
七
月
ま
で
熊
本

市
長
を
務
め
た
。

第
八
代
熊
本
市
長
に
就
任

41

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
九
月
二
十
一
日
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熊
本
市
電
は
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
、

第
一
期
線
と
し
て
熊
本
駅
前
か
ら
水
道
町

す
い
ど
う
ち
よ
う

を
経
由

し
て
浄
行

じ
よ
う
ぎ
よ
う

寺じ

に
至
る
幹
線
と
、
水
道
町
か
ら
分
岐

し
水
前
寺
に
至
る
支
線
が
開
通
し
た
。
知
己

と

も

き

の
市

長
在
任
中
の
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
は
第
二

期
線
が
開
通
し
た
。

本
図
で
は
、
第
一
期
線
の
線
路
（
朱
線
）
に
加

え
、
第
二
期
線
と
し
て
敷
設
さ
れ
た
、
辛
島
町
か

ら
市
役
所
間
線
路
の
歩
兵
第
二
十
三
聯
隊

れ
ん
た
い

跡
新
道

へ
の
変
更
（
朱
点
線
）
、
黒
髪
線
・
上
熊
本
線
・

春
竹
線
（
青
線
）
の
新
設
線
路
が
示
さ
れ
る
。

大
正
時
代
末
～
昭
和
時
代
初
期
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熊く

ま

本も

と

市し

電で

ん

線せ

ん

路ろ

図ず

熊
本
市
に
広
が
る
市
電（

部
分
拡
大
）

新
設
の
辛
島
町
―
市
役
所
間
線
路
（
朱
点
線
）
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署
長

し
ょ
ち
ょ
う

官
舎

か

ん

し

ゃ

平へ

い

面め

ん

図ず

本
図
は
、
図
面
裏
に

「
新
築
署
長
官
舎
平
面

図
」
と
記
さ
れ
る
。
縮
尺

は
百
分
の
一
。
二
階
建
で

地
下
に
暖
房
機
関
室
が
あ

り
、
居
間
や
リ
ノ
リ
ウ
ム

敷
の
食
堂
な
ど
が
あ
る
。

知
己

と

も

き

は
昭
和
五
年
（
一

九
三
〇
）
に
大
連
民
政
署

長
と
な
り
、
家
族
で
大
連

に
渡
っ
た
。

知
己
や
娘
の
信
子

の

ぶ

こ

が
居

住
し
た
大
連
は
近
代
建
築

が
建
ち
並
ぶ
都
市
で
あ
っ

た
。

大
連
の
建
築
物

45

大
連

だ

い

れ

ん

民
政

み

ん

せ

い

署し

ょ

事
務

じ

む

概
要

が

い

よ

う

大
連
民
政
署
の
沿
革
や

職
員
定
員
表
な
ど
事
務
概

要
を
記
す
。

知
己

と

も

き

は
昭
和
五
年
（
一

九
三
〇
）
、
関
東
庁
事
務

官
と
し
て
大
連
民
政
署
長

と
な
っ
た
。

関
東
庁
は
関
東
州
（
大

連
・
旅
順
な
ど
、
中
国
遼

東
半
島
に
お
け
る
日
本
の

租
借
地
）
の
最
高
行
政
機

関
で
あ
り
、
大
連
民
政
署

は
そ
の
指
揮
下
で
行
政
事

務
を
行
っ
た
。

大
連
民
政
署
長
と
な
る
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昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
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第
一
高
校
の
英
語
教
諭

昭
和

⼗
四
年
︵
⼀
九
三
九
︶

津
⽥
英
学
塾
︵
現
津
⽥
塾
⼤
学
︶
卒
業

津
⽥
英
学
塾
嘱
託
講
師

同
⼆
⼗
三
年
︵
⼀
九
四
⼋
︶

熊
本
県
⽴
第
⼀
⾼
等
学
校
教
諭

同
五
⼗
三
年
︵
⼀
九
七
⼋
︶

尚
絅
短
期
⼤
学
講
師

信
⼦

の
ぶ
こ

は
、
⽗
知
⼰

と
も
き

の
仕
事
の
関
係
で
、
熊
本
、
東
京
、
⼤
連
と
さ
ま
ざ
ま
な

地
で
学
⽣
⽣
活
を
送
り
ま
し
た
。
各
地
の
学
校
の
友
⼈
と
の
⼿
紙
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
近
況
が
伝
え
ら
れ
、
昭
和
六
年
︵
⼀
九
三
⼀
︶
陸
軍
⼤
演
習
の
際
に
熊
本

の
街
が
整
備
さ
れ
て
き
れ
い
に
な
っ
た
こ
と
、
⼤
連
の
学
校
⾏
事
で
⽇
本
へ
の

内
地
⾒
学
旅
⾏
が
あ
り
東
京
に
⾏
く
こ
と
な
ど
、
当
時
の
⽇
々
の
⽣
活
の
様
⼦

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

感
謝
状

か
ん
し
ゃ
じ
ょ
う

熊
本
県
立
第
一
高
等
学
校
の

創
立
六
十
周
年
に
あ
た
り
、

信
子

の

ぶ

こ

の
勤
続
十
五
年
を
表
彰
し

た
も
の
。

信
子
は
、
昭
和
二
十
三
年

（
一
九
四
八
）
か
ら
同
五
十
三

年
（
一
九
七
八
）
ま
で
の
三
十

年
、
第
一
高
校
で
英
語
教
諭
と

し
て
勤
務
し
た
。

自
身
も
学
生
時
代
に
一
年
間

だ
け
同
校
（
当
時
は
第
一
高
等

女
学
校
）
で
学
び
、
そ
の
後
大

連
に
渡
っ
た
。

第
一
高
校
退
職
後
は
尚
絅
短

期
大
学
で
英
語
講
師
と
し
て
勤

務
し
た
。

昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
月
八
日

辛
島
氏
の
祖

略
歴

熊
本
・
東
京
・
大
連
で
の
生
活

信
⼦
は
英
語
教
諭
と
し
て
⻑
年
勤
め
ま
し
た
。
学
⽣
の
こ
ろ
か
ら
友
⼈
に

﹁
⾟
島
さ
ん
は
英
語
が
得
意
﹂
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
第
⼀
⾼
校
で
は
、
﹁
⾟

島
先
⽣
は
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
て
英
語
の
時
間
が
楽
し
い
﹂
と
、
英
語
が

好
き
な
⽣
徒
も
多
く
、
信
⼦
と
同
じ
よ
う
に
津
⽥
塾
⼤
学
に
進
学
す
る
⽣
徒
も

多
く
い
た
よ
う
で
す
。

英
語
の
先
生
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こぼれ話③ 〜⾟島町と⾟島公園〜
熊本市⻑として第12代・格

いたる

が尽⼒した⼭崎
練兵場移転が成功し、その跡地は「征清記念碑」
（上写真）や電話交換局などの建設地として売買
されました。明治時代末期には、映画館などの建
設も相次ぎ、繁華街の様相を呈します。
明治41年（1908）、⼀帯に新たな町名が設定

されることになり、花畑町
はなばたちよう

や練兵町
れんぺいちよう

とともに、格
の功績を記念した⾟島町

からしまちよう

が誕⽣しました。
太平洋戦争後には、バラックが建ち並び、闇市

が賑わいましたが、昭和34年（1959）に、この
⼀帯を近代都市の中⼼部にふさわしい場所とする
ため、公園として整備されました。
公園の⼀⾓には、⾟島格顕彰碑（下写真）が

現在も残っています。

こぼれ話④ 〜才蔵が命名した塾〜
天保５年（1834）、熊本藩家⽼・⽶

こめ

⽥
だ

是
これ

容
かた

は、衰退していた⽶⽥家の家塾を再建し、第８代
・才蔵が「⼤学」の⼀節「学者必ず是に由

よつ

て学べ
ば、則ち其の差

たが

はざるに庶
ちか

からん」の語句を採⽤
し、「必

ひつ

由
ゆう

堂
どう

」と命名しました。
必由堂は⽂部⼤⾂・井

いの

上
うえ

毅
こわし

らを輩出しており、
現在は熊本市⽴必由館⾼等学校にその名を残し、
校⾨横には「必由堂址」碑が残っています。
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